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概　要

慢性腎不全で人工透析を受けている患者の人工
透析部分での自己負担上限額は，上位所得者は 2
万円，それ以外の所得者は 1万円となっており，
自己負担額の上限は設定されている。しかし，人
工透析以外の医療サービスについては，上限額の
設定は行われているわけではなく ,自己負担率を
負担する必要がある。人工透析部分の医療サービ
スについては，生命に直接関係するため，所得に
関係のない必需品であるといえるが，人工透析以
外の医療サービスについては，所得階層によって
財の性質が異なり，受診行動に違いが生じている
可能性がある。そこで本稿では，上記の問題を検
討するため，人工透析を受診している患者の所得
と受診行動の関係を明らかにすることを目的とし
て，人工透析の自己負担限度額が所得に関係なく
1万円だった時期の人工透析患者を対象として，
レセプトデータを用いた分析を行う。ただし，分
析上の問題として，人工透析以外での医療機関へ
の受診については，1カ月間に 1度も受診しない
個人がかなりの割合を占めていた。そのため本研
究では，非負の整数値をとる count dataモデルを
用い，人工透析以外での外来受診が一度もなかっ
た患者も含め，さらに，外来受診の有無と，その
後の受診の決定が分離した Hurdle Negative 
Binominal Model（HNBM）を用いて分析を行っ
た。分析結果より，以下が明らかとなった。人工

透析患者全体では，住民税非課税世帯，住民税課
税世帯，上位所得者と所得階層が上がっていくほ
ど，人工透析以外での外来受診の確率は高くな
り，受診回数も多くなる傾向にある。加えて，65
歳未満で上位所得者に属する人工透析患者が人工
透析以外で外来受診する確率は他の患者よりも
50. 5％ポイント高く，受診回数も 1. 572回多く
なっている。

I　はじめに

厚生労働省は医療費適正化の観点から，平成
17年の医療法改正において，高額療養費の基準
額（自己負担限度額）の見直しを行った。この改
正を受けて 2006年 10月より，慢性腎不全で人工
透析を受けている患者のうち，70歳未満で所得
の多い者の自己負担限度額は 1万円から 2万円に
引き上げられた。
人工透析に要する医療費というのは，外来の場

合で 1日 4時間・週 3回前後の透析を受けて月平
均 35万円程度であり，インシュリン注射やエリ
スロポエチン注射等で生じる医療費の加算がある
と 50万円程度になるとされている1）。加えて，
病状は長期間にわたって持続するので，全体とし
ての医療費は非常に高額なものになる。そのた
め，国の財政的な負担は非常に大きく，医療保険
財政が悪化している現在の状況を考えると，患者
の所得に応じて相応の負担を強いるという今回の
改正の主旨は納得のいくものである。
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ただし，人工透析を受けている患者は，当然な
がら人工透析以外の医療サービスも受診する。上
記のように，人工透析を受けている患者は週 3回
前後の透析治療が必要となってくるため，人工透
析部分の受診回数を増減させるのは生命に関わる
ことになる。それに比べれば，人工透析以外での
医療機関への受診については，患者の意思で，医
療機関への受診が決定されている余地が大きいと
考えられる。
このような考え方に従うならば，人工透析を受
けている患者において，人工透析部分の医療サー
ビスについては所得に関係なく必需品であるとい
えるが，人工透析以外の医療サービスについて
は，所得階層によって財の性質が異なり，受診行
動の違いが生じている可能性がある。
そこで本稿では，上記の問題を検討するため，
人工透析を受診している患者の所得と受診行動の
関係を明らかにすることを目的として，人工透析
の自己負担限度額が所得に関係なく 1万円だった
時期の人工透析患者を対象として，レセプトデー
タを用いた分析を行う。人工透析患者における人
工透析以外の部分での患者の受診行動と所得の関

係を実証的に分析した研究というのは，筆者が知
る限り行われていない2）。
ただし，患者の受診行動を分析するにあたっ
て，受診しなかった患者をどのように扱うかとい
う問題がある。図 1は本稿で用いたレセプトデー
タから得られた，人工透析患者における人工透析
以外での医療機関への外来受診回数を示している
が，人工透析以外での医療機関への外来受診につ
いては，ある期間に一度も受診しない個人がかな
りの割合を占めていることが確認できる。これら
の患者を除いて分析をすることは，受診回数が 0
の患者を適切に取り扱うことができていない。そ
のため本稿では，非負の整数値をとる count data
モデルを用い，人工透析以外での外来受診が一度
もなかった患者も含め，さらに，外来受診の有無
と，その後の受診の決定が分離した Hurdle 
Negative Binominal Model（HNBM）を用いて分
析を行う。
近年，日本でも HNBMを用いた分析は行われ
てきており，1997年の医療保険制度の改定によ
る外来受診の変化を分析した吉田・伊藤
〔2000〕，これに加えて自己負担率の弾力性を議論

図 1　人工透析患者の人工透析外での受診回数
出所）　 筆者作成。
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した Yoshida and Takagi〔2002〕，1997年の医療
保険制度の改定による歯科の外来受診の変化を分
析した吉田・川村〔2004〕，老人保健制度適用に
よる外来受診の変化を分析した増原〔2004〕，
1999年の老人保健適用者への外来薬剤費一部負
担無料化の効果を分析した増原・村瀬〔2005〕な
どがある。
以下，IIで推定モデルについて説明し，IIIで
データの作成方法を示す。IVでは HNBMによる
分析結果の解釈を行い，Vで本稿のまとめと課題
に触れる。

II　推定モデル

医療経済学において HNBMを用いる利点は，
異なった意思決定が混在するモデルに対応できる
こ と に あ る。Pohlmeier and Ulrich〔1995〕 や
Gerdthan〔1997〕が主張しているように，受診
するかしないかを決定する段階においては，患者
の意思が大きく影響しているといえるが，その後
の受診回数については，医師の及ぼす影響といっ
た，患者自身の意思以外の要因も強く働いている
といえる。したがって，受診するかどうかという
意思決定と何日受診するかという意思決定は独立
した行動として捉える必要がある。

HNBMとは，観測されるデータにおいて 0の
頻度が Negative Binominal Model（NBM）と比
較して非常に高い点に注目したモデルであり，0
の頻度が高くなるのは，0‒1の部分と 1以上の部
分では異なったデータ発生過程に対応しているた
めと考える。そのため，上記の独立した意思決定
の問題に対応できる分析手法であり，principal‒
agent仮説を近似するモデルとみなされることも
ある3）。
本稿の HNBMでは，医療機関で受診するか否
かという 0か 1かの選択に関しては f1という累
積分布関数に従い，そして一度受診した後に何日
受診するかは 0で truncateされた f2という密度
関数に従うと仮定する。したがって，HNBMの
分布は，
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り，aは Negative Binominalモデルの係数であ
る。 そ し て，k＝1の と き を Hurdle Negative 
Binominal 1 Model（HNB1），k＝0の と き を
Hurdle Negative Binominal 2 Model（HNB2） と
呼ぶ。
また，HNBMにおける被説明変数 yiの平均，

分散については以下のようになる。

iii f
fxyE ,2

2

1

))0(1(

))0(1(
)|( λ×

−
−

=

2 2

1

1

2, 2, 2, 2,

2

2

(1 (0))

(1 (0))

( | )

1

(1 (0))

(1 (0))

k

i i

i i i i

f

f

V y x
f

f
λ α λ λ−  

−

−

=

+・ + −  

−

−  

III　データの説明

本稿で用いたデータは，A県下のある市町村の
協力によって得ることができた，国民健康保険診
療報酬明細書（レセプト）および被保険者本人マ
スタ（5万人以下），被保険者家族マスタであ
る。レセプトデータは，医療機関が保険者に対し
て医療費の請求を行う際に発生するデータであ
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り，被保険者本人マスタは，保険者が被保険者の
加入情報をまとめたデータ，被保険者家族マスタ
は本人マスタを家族ごとにまとめたマスタであ
る。両者を用いることで，ある年月の被保険者の
受診回数（受診回数 0を含む）を正確に把握する
ことができる。なおデータとして用いた A県下
のある市町村は，県庁所在地の近隣にあり，総人
口 10万人以下，高齢者化率は全国平均を下回っ
ている。そのため，結果についての解釈には，一
定の留意は必要である。
データ期間は 2004年 4月から 2006年 8月まで
のため，人工透析にかかる上位所得世帯への自己
負担限度額の引き上げが行われる前のものであ
る。レセプトには，個人 ID番号・世帯 ID番
号・生年月日・年齢・性別・診療区分・受診（受
療）年月・決定点数・受診（受療）日数（受診実
日数）・自己負担額・ICD10コード（ただし各年
5月のみ）などが記載されている。被保険者本人
マスタには，個人 ID番号・世帯 ID番号・続
柄・性別・生年月日などが記載されている。被保
険者家族マスタには，世帯 ID番号・住民税課税
状況（当年，前年，前々年）･老人保健住民税課
税状況（当年･前年･前々年）などが記載されてい
る。
本稿の分析対象である慢性腎不全で人工透析を
受けている患者のレセプト特定化については，細
谷・林・今野・鴇田〔2004〕に則り，以下の
（1）～（5）の手順にしたがった。また，人工透析
以外の月単位での外来受診部分のレセプトについ
ては，以下の（6）～（9）の手順にしたがって特定
した。
（1） 　腎不全に関する疾病コード（code：

1402）を有する，主病名の把握できる 5月
の患者のレセプトを抽出する

（2） 　疾病コード（code：1402）を有する患者
の被保険者 IDを確認し，その IDの患者の
全レセプトを抽出する

（3） 　（2）で抽出されたデータのうち，診療実
日数が 8日以上のデータを抽出する

（4） 　人工透析の診療報酬点数は 1960点である
ため，（3）で抽出したレセプトのうち，こ

の数字以下の点数しか算定されていない患
者のレセプトを除く

（5） 　人工透析患者は毎月定期的に人工透析を
受ける必要があるため，上記の（3）（4）の
条件を満たすレセプトのうち，連続 10カ月
以上受診していた患者のレセプトを抽出
し，これらのレセプトを人工透析部分のレ
セプトとする

（6） 　（2）で抽出された全レセプトから，（5）
で人工透析を受けていると特定された患者
の全レセプトを抽出する

（7） 　（6）で抽出されたレセプトから，人工透
析部分のレセプトを除く

（8） 　本稿の目的は人工透析患者の人工透析以
外での外来受診と所得の関係を分析するこ
とにあるため，（7）で得られたレセプトか
ら入院があった月のレセプトを除外する

（9） 　（8）で得られたレセプトを患者ごとに月
単位で集計し，その集計したものを人工透
析以外での外来受診部分のレセプトとする

最後に，マスタデータを利用して，上記の手順
で得られた人工透析以外で医療機関へ受診した患
者のレセプトと，その患者の世帯所得とを一致さ
せる必要がある。そのため，レセプトに記載され
ている患者の個人 ID番号と被保険者本人マスタ
に記載されている個人 ID番号を一致させ，人工
透析を受けていると特定された患者の世帯 ID番
号を確認する。そして，その世帯 ID番号と被保
険者家族マスタの世帯 ID番号を一致させること
で，人工透析患者の世帯所得を確認した。

IV　推定結果

1　記述統計量
表 1は，IIIで記した手順から得られた人工透
析を受けている患者全員，その人工透析を受けて
いる患者全員から 65歳未満を抽出したグルー
プ，65歳以上を抽出したグループの記述統計量
を示している。65歳で人工透析患者を分類した
のは，高齢者と高齢者以外の人工透析患者の所得
と受診回数の関係を比較するためである4）。
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本稿の目的は，人工透析を受けている患者の所
得と外来受診の関係を分析することにあるため，
自己負担率が同じ患者を対象にしたほうが，より
精緻な分析が行えると考えられる5）。そのため，
65歳を基準に患者を 2つのグループに分類し
た 6）7）8）。
まず，人工透析患者における人工透析部分での
受診回数についてみていくと，受診回数の平均は

12. 976日で 12‒15日の患者が全体の 95％以上を
占めている。そして，65歳未満と 65歳以上を比
較しても，それぞれ 13. 031日，12. 929日になっ
ており，人工透析部分での受診回数については，
65歳未満の患者と 65歳以上の患者の差はほとん
どないといえる。医療費の平均についても，全患
者で 41万 6, 124円，65歳未満のグループで 42
万 5, 579円，65歳以上のグループで 40万 8, 112

表 1　記述統計量

注）1）　サンプルユニットは，月単位で集計された数値を用いている。
　　2）　上位所得世帯は課税所得額 145万円以上。
出所）　筆者作成。

全サンプル 65歳未満 65歳以上

平　均 標準偏差 最　小 最　大 平　均 標準偏差 最　小 最　大 平　均 標準偏差 最　小 最　大

所得 住民税非課税世帯 0.332 0.471 0 1 0.395 0.489 0 1 0.278 0.448 0 1
住民税課税世帯 0.609 0.488 0 1 0.543 0.498 0 1 0.664 0.473 0 1
上位所得世帯 0.060 0.237 0 1 0.062 0.241 0 1 0.058 0.234 0 1

外来受診回数 人工透析 12.976 0.806 9 15 13.031 0.696 9 15 12.929 0.885 9 15
人工透析以外 2.864 3.925 0 31 3.196 4.173 0 24 2.582 3.682 0 31
人工透析以外の受
診回数 0の割合

0.390 0.488 0 1 0.380 0.486 0 1 0.397 0.490 0 1
（39.0%） （632人） （38.0%） （283人） （39.7%） （349人）

外来医療費 人工透析 416,123.600 54,403.750 254,930 717,470 425,578.500 48,316.840 270,090 619,770 408,111.600 57,902.980 254,930 717,470 
人工透析以外 26,530.810 46,589.270 0 604,820 27,075.530 42,208.160 0 436,460 26,069.220 50,021.600 0 604,820 

自己負担率 1割 0.519 0.500 0 1 0.004 0.063 0 1 0.956 0.206 0 1
2割 0.011 0.105 0 1 0.021 0.142 0 1
3割 0.470 0.499 0 1 0.996 0.063 0 1 0.024 0.153 0 1

性別ダミー（男＝1） 0.742 0.438 0 1 0.640 0.480 0 1 0.828 0.378 0 1

年齢 60歳未満 0.301 0.459 0 1 0.657 0.475 0 1
60～64歳 0.157 0.364 0 1 0.343 0.475 0 1
65～69歳 0.298 0.458 0 1 0.551 0.498 0 1
70～74歳 0.131 0.338 0 1 0.243 0.429 0 1
75歳以上 0.112 0.315 0 1 0.206 0.405 0 1

季節ダミー 1～3月 0.314 0.464 0 1 0.309 0.462 0 1 0.318 0.466 0 1
4～6月 0.268 0.443 0 1 0.262 0.440 0 1 0.273 0.446 0 1
7～9月 0.206 0.404 0 1 0.214 0.410 0 1 0.199 0.400 0 1
10～12月 0.212 0.409 0 1 0.215 0.411 0 1 0.210 0.407 0 1

サンプル数 1,622 744 878

通院日数 0を除いた記述統計量

全サンプル 65歳未満 65歳以上

平　均 標準偏差 最　小 最　大 平　均 標準偏差 最　小 最　大 平　均 標準偏差 最　小 最　大

外来受診回数 人工透析 12.962 0.832 9 15 13.028 0.723 9 15 12.904 0.913 9 15
人工透析以外 4.692 4.083 1 31 5.158 4.240 1 24 4.285 3.899 1 31

外来医療費 人工透析 417,277.700 58,949.560 255,920 717,470 420,532.300 47,977.570 270,090 595,890 414,441.600 66,980.850 255,920 717,470 
人工透析以外 43,467.650 53,109.910 700 604,820 43,696.730 46,364.700 700 436,460 43,268.010 58,399.340 700 604,820 

自己負担率 1割 0.502 0.500 0 1 0.007 0.080 0 1 0.934 0.249 0 1
2割 0.014 0.118 0 1 0.026 0.161 0 1
3割 0.484 0.500 0 1 0.993 0.080 0 1 0.040 0.195 0 1

性別ダミー（男＝1） 0.753 0.432 0 1 0.625 0.485 0 1 0.864 0.343 0 1

サンプル数 990 461 529
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円と若干の違いはあるが，細谷・林・今野・鴇田
〔2004〕が示した金額に近い数値になっている。
また，所得階層別にみた受診回数を示す表 2に注
目しても，特に所得階層が高くなるほど，受診回
数が多くなるといった傾向は認められない。
次に，人工透析患者における人工透析以外での
外来受診（および受診回数 0を除いた場合）につ
いてみていく。1カ月あたりの平均受診回数は，
全患者を対象にしたケースで 2. 864（4. 692）
日，65歳未満を対象にしたケースで 3. 196
（5. 158）日，65歳以上を対象にしたケースで
2. 582（4. 285）日になっており，65歳以上の患

者の平均受診回数の方が少なくなっている。ま
た，1カ月間に人工透析以外で外来受診をしなか
った，受診回数 0の患者については，それぞれ
632人，283人，349人， 比 率 で は 39. 0％，
38. 0％，39. 7％になっており，受診回数 0の患
者が非常に多いことが確認できる。
所得階層別に受診回数を示した，表 2の人工透
析以外の受診回数（および受診回数 0を除いた場
合）に注目すると，全患者をサンプルに用いたケ
ースでは，低位所得者層に該当する住民税非課税
世帯で平均 2. 015（4. 185）日，中位所得者層に
該当する住民税課税世帯で平均 3. 116（4. 617）

表 2　世帯所得別の外来受診回数記述統計量

注）　表の値は平均値，括弧内は標準偏差を表す。
出所）　筆者作成。

全サンプル 全サンプル（受診回数 0を除く）

外来受診回数 外来受診回数

所得階層 人工透析 人工透析以外 人工透析以外の受
診回数 0の割合

人工透析以外の受
診回数 0の人数 人工透析 人工透析以外

住民税非課税世帯 13. 043 2. 015 0. 519 279人 13. 012 4. 185
（0. 592） （3. 144） （0. 500） （0. 662） （3. 384）

住民税課税世帯 12. 927 3. 116 0. 325 321人 12. 925 4. 617
（0. 915） （3. 837） （0. 469） （0. 903） （3. 857）

上位所得世帯 13. 103 5. 010 0. 330 32人 13. 138 7. 477
（0. 586） （6. 661） （0. 473） （0. 634） （6. 915）

65歳未満 65歳未満（受診回数 0を除く）

外来受診回数 外来受診回数

所得階層 人工透析 人工透析以外 人工透析以外の受
診回数 0の割合

人工透析以外の受
診回数 0の人数 人工透析 人工透析以外

住民税非課税世帯 13. 044 2. 643 0. 473 139人 13. 077 5. 013
（0. 556） （3. 605） （0. 500） （0. 541） （3. 573）

住民税課税世帯 13. 000 2. 881 0. 344 139人 12. 966 4. 392
（0. 788） （3. 458） （0. 476） （0. 813） （3. 404）

上位所得世帯 13. 217 9. 500 0. 109 5人 13. 244 10. 659
（0. 629） （7. 232） （0. 315） （0. 663） （6. 796）

65歳以上 65歳以上（受診回数 0を除く）

外来受診回数 外来受診回数

所得階層 人工透析 人工透析以外 人工透析以外の受
診回数 0の割合

人工透析以外の受
診回数 0の人数 人工透析 人工透析以外

住民税非課税世帯 13. 041 1. 258 0. 574 140人 13. 077 5. 013
（0. 634） （2. 263） （0. 496） （0. 541） （3. 573）

住民税課税世帯 12. 877 3. 278 0. 312 182人 12. 966 4. 392
（0. 991） （4. 073） （0. 464） （0. 813） （3.404)

上位所得世帯 13. 000 0. 961 0. 529 27人 13. 244 10. 659
（0. 529） （1. 685） （0. 504） （0. 663） （6. 796）
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日，上位所得層に該当する上位所得世帯で平均
5. 010（7. 477）日と，世帯所得が上昇するにつれ
て患者の平均受診回数は増加している。65歳未
満のグループについては，住民税非課税世帯と住
民税課税世帯に属する人工透析患者の間では，平
均受診回数に大きな違いはないが，上位所得世帯
に属する人工透析患者の平均受診回数については
9. 500（10. 659）日と非常に大きな数値を示して
いる。それに対して，65歳以上のグループで
は，住民税非課税世帯に属する人工透析患者は
1. 258（5. 013）日，住民税課税世帯に属する人工
透析患者は 3. 278（4. 392）日となっており，住
民税非課税世帯に属する人工透析患者よりも住民
税課税世帯に属する人工透析患者のほうが多く外
来受診していることが確認できる。ただし，上位
所得世帯に属する人工透析患者における外来受診
回数の平均は，最も少ない数値である 0. 961日を
示している9）。

2　HNBMによる推定結果
表 3は HNB1，HNB2による推定結果を示して
いる。本稿の推定において，所得については「住
民税非課税世帯」，自己負担率は「1割」，性別は
「女性」，年齢は「60歳未満」を基準としている
ので，推定されたダミー変数の係数は，この基準
からの乖離を示していることになる。また，表の
各 モ デ ル 左 側 の hurdle部 分 に つ い て は，
HNB1，HNB2で同じ結果となるため，それぞれ
一括して記載している。ただし，HNB1と HNB2
の対数尤度を比較すると，全てのモデルにおいて
HNB2の対数尤度のほうが高い数値となっている
ので，以下では HNB2の推定結果について解釈
を行っていく。
まずは 1段階目の意思決定を示す hurdle部分
についてみていく。この段階での意思決定は，患
者が医療機関へ受診するかしないかという事象を
表し，正の値であれば医療機関へ受診する確率が
高くなる。全患者を対象としたモデル Iをみる
と，住民税課税世帯ダミー，上位所得世帯ダミー
ともに正で有意な数値が得られている。したがっ
て，住民税非課税世帯に属する人工透析患者より

も，住民税課税世帯や上位所得世帯に属する人工
透析患者のほうが，人工透析以外で医療機関へ受
診する確率が高いといえる。

65歳未満で自己負担率が 3割の患者を対象と
したモデル IIの hurdle部分については，住民税
課税世帯ダミー，上位所得世帯ダミーともに正で
有意な数値が得られている。それに対して，65
歳以上で自己負担率が 1割の患者を対象としたモ
デル IIIの hurdle部分については，住民税課税世
帯ダミー，上位所得世帯ダミーともに正の数値が
得られているが，上位所得世帯ダミーについては
統計的には有意な数値は得られていない。
このような結果となった理由として，65歳以

上の患者を対象としたモデル IIIの上位所得世帯
の属するサンプルが少数しか得られなかったこと
が影響していると考えられる。この点を確認する
ためには，他地域のレセプトデータを用いるか，
より長期間のレセプトデータを得て，データセッ
トを拡大させる必要がある。
次に，2段階目の意思決定を示す NB部分につ

いてみていく。この段階での意思決定は，患者が
医療機関に何回受診したかを示しており，正の値
をとるほど受診回数が多くなることを意味してい
る10）。モデル Iについてみてみると，住民税課税
世帯ダミー，上位所得世帯ダミーで正かつ有意な
数値が得られている。したがって，住民税非課税
世帯に属する人工透析患者よりも，住民税課税世
帯や上位所得世帯に属する人工透析患者のほう
が，人工透析以外で医療機関へ受診する日数が多
いことが示された。
モデル II，IIIの NB部分についてみていく

と，モデル IIでは，住民税課税世帯ダミーが負
の値をとっており，住民税課税世帯に属する人工
透析患者のほうが，住民税非課税世帯に属する人
工透析患者よりも受診回数が少ないという結果と
なった。ただし，統計的に有意な数値は得られて
いないため，その減少は限定的なものといえる。
上位所得世帯ダミーについては，正かつ有意な数
値となっている。
一方，モデル IIIについては，住民税課税世帯

では正かつ統計的に有意な数値が得られているの
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に対して，上位所得世帯ダミーについては負にな
っている。ただし，このダミー変数についても統
計的に有意な数値は得られていないため，減少の
影響は限定的といえる11）。
モデル IIの住民税課税世帯ダミーで有意な数
値が得られなかった理由は，65歳以下の人工透
析患者においては，人工透析以外の医療サービス
を受診する必要性が低い患者が多い可能性が考え
られる。表 2の記述等計量からも確認できたよう
に，住民税非課税世帯の平均的な月の受診回数が
2. 643日に対して，住民税課税世帯では 2. 881日
となっている。ただし，同じ年齢層に属する上位
所得者については，9. 500日とずば抜けて大きい
数値が得られている。上記の仮説に基づくなら
ば，上位所得層についても大きな違いは生じない
はずである。そのような結果が得られなかった理
由としては，上位所得層が過剰に受診している可
能性が考えられるが，本稿で用いたデータからこ
の点を明らかにすることができない。モデル III
の上位所得世帯ダミーについても，hurdle部分
と同様の理由が影響していると考えられる。
その他の注目すべき点として年齢ダミーがあ
る。モデル Iにおける hurdle部分での年齢を示
すダミー変数に注目すると，全ての変数で正の値
で統計的にも有意な数値が得られている。これ
は，60歳未満の人工透析患者と比較して，全て
の年齢層において人工透析以外で外来受診する確
率が高いことを示しており，高齢者ほど医療機関
で受診しているという，一般的な認識と合致する
結果になっている。
しかし，モデル Iにおける NB部分の年齢を示
すダミー変数では，65歳以上 70歳未満ダミー，
70歳以上 75歳未満ダミー，75歳以上ダミーで負
かつ有意な数値となっている。これは 60歳未満
の人工透析患者と比較して受診回数が少ないこと
を示しており，年齢が高い人のほうが医療機関へ
の受診回数が多くなるという，一般的な認識とは
異なった結果になっている。hurdle部分の結果
と併せると，年齢が高い人工透析患者のほうが，
人工透析以外で医療機関へ受診する確率は大きい
が，受診回数については短くなっているといえ

る。このような結果となった理由として，以下の
2つのケースを考えることができる。
第 1は，高齢者自身で受診を控えているケース

である。前述の通り，人工透析を受けている患者
は，月に 12‒15日程度，週にすると 3日前後，医
療機関へ受診している。そのため，人工透析以外
で医療機関へ通うことが体力的に困難となり，自
ら受診を控えた結果，受診回数が 60歳未満の人
工透析患者よりも少なくなっている可能性が考え
られる。
第 2は，高齢者本人としては医療機関で診察を

受けたいが，医療機関へのアクセスが困難なた
め，受診回数が減少しているケースである。加齢
とともに体力が落ちてきているならば，高齢者ほ
ど医療機関で受診する機会は多くなるはずであ
る。本稿の推定結果でも，医療機関で受診する確
率については高齢者の方が高くなっている。しか
し，高齢者が医療機関へアクセスするには，家族
等の援助が必要になってくるケースが多い。その
ため，一度受診した後の受診については，高齢者
自らの意思や医師の意思以外にも，家族等の意思
が強く働き，その結果，受診後の受診回数が減少
してしまっている可能性が考えられる。このよう
な状況においては，高齢者が適切に医療機関へア
クセスできるような環境を構築していく必要があ
るといえる。
ただし，65歳以上の患者を対象としたモデル

IIIでは，モデル Iとは異なった結果が得られて
おり，このカテゴリーでは年齢が上がるにつれて
受診する確率は低下している。受診後の受診回数
についてはプラスの係数となっており，年齢の高
い患者の受診回数のほうが長くなる傾向にある。
しかし，これらについては統計的に有意な数値は
えられていないため，その影響は限定的といえ
る。つまり，65歳以上の患者のついては，年齢
が受診後の受診回数に及ぼす影響は限定的といえ
るが，受診するか否かについては，年齢が上がる
ほど受診確率が低下するという結果となってい
る。
年齢が高い患者の受診確率が低下する理由とし

ては，上記と同様に，①自ら受診を控えているケ
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ース，②医療機関へのアクセスが困難になってい
るケースの両ケースの可能性が考えられる。65
歳以上の患者の年齢と受診回数の間に統計的に有
意な関係が認められなかったことの解釈について
は現時点では不明であり，今後の課題としたい。

3　限界効果
モデル I，II，IIIにおける所得の違いが受診回
数に与える影響を比較するため，各モデルの住民
税課税世帯ダミー，上位所得世帯ダミーの限界効
果を計算した。各モデルの計算結果は表 4に示し
ている。推定式が非線形のため評価点によって数
値は異なるが，本稿では各モデルのサンプル平均
で限界効果を計算している。
モデル Iの限界効果についてみていくと，住民
税非課税世帯に属する人工透析患者と比較して，
住民税課税世帯に属する人工透析患者，上位所得
世帯に属する人工透析患者が外来受診する確率
は，それぞれ 18. 5％ポイント，19. 8％ポイント
高くなっており，受診回数も 0. 486回，1. 564回
多くなっている。したがって，サンプル全体でみ
ると，上位所得世帯に属する人工透析患者の受診
確率は最も高く，受診回数も最も多くなっている
ことが確認できる。
次に，モデル II・IIIの限界効果についてみて
いくと，モデル IIの住民税課税世帯に属する人
工透析患者の受診確率は 9. 9％ポイント高くなっ
ているが，受診回数については－0. 003回の減少
になっている。ただし，受診回数については統計
的に有意な数値が得られていないため，その減少
は限定的である。また，上位所得世帯に属する人
工透析患者については，受診確率は 50. 5％ポイ
ント高く，受診回数は 1. 572回多くなっている。
この年齢・所得階層に属する患者数は非常に限ら

れているため，その点を留意しておく必要はある
が，65歳未満の上位所得世帯の人工透析以外で
の受診確率は非常に高く，受診回数も著しく多く
なっている。モデル IIIについては，住民税課税
世帯ダミーの受診確率は 25. 6％ポイント高く，
受診回数は 0. 564回多くなっている。上位所得世
帯ダミーについては，受診確率は 1. 8％ポイント
高いが，受診回数については 0. 33回の減少とな
っている。ただし，モデル IIの住民税課税世帯
と同様，上位所得世帯については統計的に有意な
数値が得られていないため，この増加および減少
も限定的である。

V　結　語

本稿では，人工透析患者における所得と人工透
析以外での外来受診の関係について，レセプトデ
ータを用いて分析を行った。本稿の分析より以下
の 3点が明らかとなった。

1�　人工透析患者全体では，住民税非課税世
帯，住民税課税世帯，上位所得世帯と所得階
層が上がっていくほど，人工透析以外での外
来受診の確率は高くなり，受診回数も多くな
る。
2 　人工透析患者全体では，住民税非課税世帯
に属する人工透析患者と比較して，住民税課
税世帯に属する人工透析患者，上位所得世帯
に属する人工透析患者が外来受診する確率
は，それぞれ 18. 5％ポイント，19. 8％ポイ
ント高くなっており，受診回数も 0. 486回，
1. 564回多くなっている。
3 　65歳未満で上位所得世帯に属する人工透析
患者が，人工透析以外で外来受診する確率お

表 4　限界効果

出所）　筆者作成。

モデル I（全体） モデル II（65歳未満） モデル III（65歳以上）

hurdle NB2 hurdle NB2 hurdle NB2

住民税課税世帯ダミー 0. 185 0. 486 0. 099 －0. 003 0. 256 0. 564
上位所得世帯ダミー 0. 198 1. 564 0. 505 1. 572 0. 018 －0. 328
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よび受診回数はずば抜けて大きく，65歳未満
の住民税非課税世帯の患者よりも 50. 5％ポ
イント高く，受診回数も 1. 572回多くなって
いる。

モデル Iの推定結果に従うと，人工透析患者に
おいては，所得の高い人工透析患者ほど，人工透
析以外で外来受診する確率は大きくなり，受診後
の受診回数も多くなる傾向にあることが明らかと
なった。ただし，自己負担率が同じ人工透析患者
を対象としてグループ化を行った，モデル II，III
の一部においては，上記を支持する結果は得られ
ておらず，上記のような関係が全ての年齢階層に
おいて当てはまるといえない。
最後に今後の課題について述べる。今回の分析
に用いたレセプトデータより，住民税非課税世帯
に属する患者と住民税課税世帯・上位所得世帯に
属する患者との間に，外来受診をする確率，その
後の受診回数に違いがあることは明らかにでき
た。
しかし，データの制約上，患者の健康状態等を
把握できないため，①低所得者の受診回数が適切
で，高所得者ほど人工透析以外での外来受診部分
でモラルハザードが生じているのか，②高所得者
の受診回数が適切で，低所得者は人工透析部分で
の自己負担分が生活を圧迫し，適切な受診を受け
られない状況にあるのか，という問題について
は，本稿では明らかにできていない。
また，モデル II，IIIの上位所得世帯について
十分なサンプル数が確保できなかったこともあ
り，カテゴリーを分割したモデル II，IIIではモ
デル Iと整合的な推定結果が得られたとはいえな
い。この点については，今後さらにデータセット
を整備していくことで解決していきたい。
慢性腎不全による人工透析は，糖尿病を通じて
発症しているケースが多いため，合併症の管理を
必要とされる疾病といえる。合併症の発症を管理
していくには，適切な診療を日常的に受ける必要
があるため，人工透析患者の適切な受診を確保で
きるよう，所得や年齢に応じた自己負担限度額を
設定していく必要があるといえる。

（平成 20年  2月投稿受理）
（平成 20年 12月採用決定）
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注
 1） 　細谷・林・今野・鴇田〔2004〕の 114ページ
を参照。

 2） 　腎不全患者および人工透析患者の医療費の問
題を扱った先行研究として，前田〔1983〕，細
谷・林・今野・鴇田〔2004〕，今野〔2005〕を
挙げることができる。しかし，これら先行研究
の目的は，腎不全患者の医療費における地域格
差を検証することにあり，所得と外来受診行動
については分析が行われていない。

 3） 　患者の受診行動を分析した近年の論文では，
HNBMよりも FMM（Finite Mixture Model）の
ほうが高いパフォーマンスを示すという結果が
多数発表されている。日本においても増原
〔2004〕，増原・村瀬〔2005〕において FMMを
用いた分析が行われている。ただし，FMMに
ついては，経済学的な解釈が困難という問題が
残っている。本稿においても FMMによる分析
を行ったが，推定結果の解釈が困難だったた
め，推定結果は掲載しなかった。HNBMと
FMMの そ れ ぞ れ の 優 位 点 に つ い て は
Winkelmann〔2003〕を参照するとよい。

 4） 　本稿で用いた所得区分の定義は以下の通りで
ある。老人保健適用者は，一定以上所得者（課
税所得額 145万円以上），低所得者 II（課税所得
額 145万円未満かつ世帯全員が住民税非課
税），低所得者 I（低所得者 IIかつ世帯所得一定
水準以下），一般（それ以外）。老人保健非適用
者は，上位所得者（課税所得額 145万円以
上），低所得者（住民税非課税），一般となる。
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老人保健適用者と非適用者が混在するので，低
所得 IIと低所得 Iをまとめ，住民税非課税世
帯，住民税課税世帯，上位所得世帯の 3区分と
した（世帯としたのは世帯所得で区分されるこ
とによる）。所得区分は全ての被保険者に記載
されており，その所得区分の平均値を使用した
（所得は月ごとに変動するため）。

 5） 　上位所得世帯である人工透析患者の自己負担
分は，70歳を基準にして，70歳未満が 2万
円，70歳以上が 1万円に設定されている（高額
所得者については 2割負担）。そのため，70歳
を基準にしてサンプルを分類することが考えら
れる。しかし，一定の障害のある者に対して
は，65歳以上から老人保健制度による自己負担
率 1割の適用が認められており，本稿で用いた
レセプトデータから得られた 65歳から 70歳の
人工透析患者についても，多くがこの一定の障
害のある人に認定され，老人保健制度が適用さ
れていると考えられる。

 6） 　70歳を基準にサンプルを分割し，70歳未満
のグループ，70歳以上のグループでそれぞれ
HNBモデルを用いて分析を行った。推定結果
については，65歳を基準にサンプルを分割した
ケースと大きな違いはなかった。

 7） 　HNBMによる分析を行う際には，65歳未満
の患者については，対象となる 744人のうち自
己負担率が 1割だった 3人，65歳以上のグルー
プについては，対象となる 878人のうち自己負
担率が 2割だった 18人，3割だった 21人を，
サンプルから除外した。したがって，モデル II
とモデル IIIのサンプル数の合計とモデル Iのサ
ンプル数とは異なった数値となる。

 8） 　65歳未満のグループに 1割負担の患者もサン
プルに含めて，説明変数に自己負担率ダミーを
加えたケース，65歳以上のグループに 2割，3
割負担の患者もサンプルに含めて，説明変数に
自己負担率ダミーを加えたケースについても，
それぞれ HNBモデルにて分析を行った。しか
し，自己負担率ダミーの係数・標準誤差が著し
く大きな値をとり，正確な分析が行えなかっ
た。

 9） 　レセプトデータに記載されている医療費に
は，人工透析以外で利用した医療サービス分も
含まれている。そのため，医療費全体（人工透
析部分での医療費＋人工透析以外の部分での医
療費）についての議論を行う必要がある。その
ため，本稿においても，所得が全医療費および
全受診回数に与える影響について検証するため
に回帰分析を行った。しかし，所得による有意
性は認められなかったので，本文には記載しな
かった。

10） 　本稿では，患者の 1月当たりの全医療機関で

の受診回数を集計している。そのため，2つの
医療機関へそれぞれ 1日ずつ受診した時の受診
回数は 2回になっている。

11） 　患者を 65歳で分割したモデル II,IIIについて
は，統計的に有意な数値が得られなかった所得
層や係数がマイナスの値を示す所得層が存在し
ている。これはサンプルを分割したことによっ
て，上位所得世帯に該当する患者が少なくなっ
ていることが影響していると考えられる。その
ため，モデル II，IIIにおいて，住民税課税世帯
ダミーと上位所得世帯ダミーの代わりに，これ
ら 2つの変数を統合したダミー変数を用いて
HNB2による推定を行い，住民税非課税世帯に
属する患者との比較を行った。しかし，推定結
果に大きな違いは認められなかった。
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